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令和 5 年 6 月発行 

建築物の定期健康診断 ～定期報告制度～ 

建築物等の定期的な調査・検査は事故や災害を未然に防止することに寄与します。 

報告時期は４月１日から９月３０日までと定められています。 
 
今年は報告対象が多いため、例年以上に 9 月下旬の集中が予想されます。  

早めのご提出 （目安 ：7 月下旬頃まで）をお願いします。  
 

〇令和５年度の報告対象建築物は以下のとおりです。 

用 途 規 模 （A：その用途に供する部分の床面積、F：階） 

劇場、映画館又は演芸場 ①Ａ＞200、②Ｆ≧３※1、③主階が１階にないもの（階数３以上で当該用途 100超） 

観覧場（屋外観覧場を除く）、公会堂又は 

集会場 
①Ａ＞200、②Ｆ≧３※1 

旅館又はホテル 
①Ａ≧1,500かつＦ≧３※1 

②Ａ≧300かつＦ≧２※1、③地階にあるものでＦ≧３※1を除くもの※2※3 

下宿、共同住宅又は寄宿舎 

①Ｆ≧３※1、②Ａ≧300かつＦ≧２※1、 

③地階にあるもの注で①及び②を除くもの※2※3 

注）共同住宅でサービス付き高齢者向け住宅、寄宿舎でサービス付き高齢者向け住宅又

は認知症高齢者グループホームもしくは障害者グループホームに限り、下宿を除く 

百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、

遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 

又は物品販売業を営む店舗 

①Ａ≧2,000かつＦ≧３※1 

②Ａ＜2,000かつＦ≧３※1 

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー ①Ａ≧300、②Ｆ≧３※1、③地階にあるもの※2※3 

※1 2(3)階以上の階における当該用途の床面積が 100㎡超のものに限ります。 

※2 地階の当該用途の床面積が 100㎡超のもの、かつ当該用途が 200㎡超のものに限ります。  

※3 地階を含んだものは、当該用途部分が避難階のみのもの、 

かつ当該用途の他の規模に該当しないものは報告の対象外です。 

・報告対象の詳細はホームページ(https:/www.nphcc.or.jp)をご覧ください。 

安全な住まいづくり（建築基準法による定期報告制度）＞報告対象および報告時期一覧表 

○建築設備（換気設備等）、防火設備及び昇降機等は毎年報告が必要です。 

〇報告書作成の注意事項を掲載していますので参考にしてください。 

（建築物、建築設備、防火設備及び昇降機） 

安全な住まいづくり（建築基準法による定期報告制度）＞定期報告申請書式 ＞報告書作成における注意事項 

 

  

 

 

 
昨年度は、おかげ様で無事に業務を行うことが出来ました。これもひとえに皆様のご愛顧の

おかげと感謝しております。 
事業者の皆様は、昨年度からウクライナ侵攻によるウッドショックのため木材の調達などに

ご苦労されていることと思います。当センターでは新たな役職員も加わり業務を継続させ皆様
の事業活動に寄与して行く所存です。 
国は、現下の情勢への対応のため、今年度の重点施策ポイントとして「住宅・建築物におけ

るカーボンニュートラルの実現」、「住まい・くらしの安全確保、良好な市街地環境の整備」、「誰
もが安心して暮らせる多様な住まいの確保」、「既存ストックの有効活用と流通市場の形成」、「住
宅・建築分野のＤＸ・生産性向上の推進」の５つを掲げております。 
当センターもこれらのことを念頭に置き、建築、住宅、街づくりを通して地域のお役に立つ

ことができればと考えておりますので、今年度も引き続きよろしくお願いいたします。 
理事長 髙木 実 

        

 

新年度 ごあいさつ 
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令和５年４月から、以下の業務について一部変更しました。 
みなさまには、ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。 

 

・インボイス登録のお知らせ  
当センターは課税事業者であり、インボイス登録を既に行っております。 

登録番号については下記の通りです。 

T3110005000147  ・問合せ先  総務課 
 

≪その他≫ 
令和５年４月１日に確認申請書等の書式改正がありましたので、4月 1日以降にご申請の際は、新しい

書式をご利用下さい。新しい書式は、当センターHP内の「各種申請書式」からダウンロードできます。 
 

● 建築確認検査業務について 
 ① 業務範囲の変更 

・ 法第 6条第１項第 1号から第 3号に掲げる建築物で確認の申請書に構造計算（許容応力度計算）
の計算書の添付を要するものを業務範囲から除きます。 

・ また、法第 87条の 4に規定する昇降機の確認・完了検査も業務範囲から除きます。 
（令和 5年３月３１日までに、確認・中間・完了検査を引き受けた建築物・昇降機の確認検査の業務 
は、今までどおり審査・検査いたします。） 

・ なお、構造計算書の添付を要する長期使用構造等確認業務、住宅性能評価業務及び適合証交付業務 
については、今までどおり審査しております。 

 ② 業務区域の変更 
中間及び完了検査の業務区域は、佐渡市及び岩船郡粟島浦村を除く新潟県内とする。 

 
● 建築物エネルギー消費性能判定業務について 
  令和５年４月１日から令和６年３月 31日まで休止いたします。 
 
● BELS評価業務などについて 
・ 下記の非住宅部分の技術的審査業務を令和５年４月１日から令和６年３月 31日まで休止いたします。
なお、住宅については、今までどおり審査しております。 

◇ 低炭素建築物の認定に係る技術的審査業務 

◇ 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定に係る技術的審査 

◇ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る技術的審査 

◇ 建築物エネルギー性能表示制度 BELS評価 
 
● 気密測定業務について 
 ① 業務対象の変更 

にいがた意欲ある住まいづくりの会 会員のご依頼の一戸建て住宅を対象といたします。 
 ② 業務区域の変更 

佐渡市及び岩船郡粟島浦村を除く新潟県内とする。 
 
● 現金取得者向け新築対象住宅証明書審査発行業務について 
令和５年３月 31日をもって、新規発行業務の受付を終了いたしました。 
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四月から住宅事業課
に勤務している牧と申
します。お世話になり、
ひと月程ですが分から
ない事も丁寧に教えて
もらい又、住宅センタ

ーの皆さんには温かく接していただき感謝しており
ます。季節がら行楽シーズン突入！遠出して気分転
換やストレス発散で楽しみたいと思います。 
 

４月１日より当センターで
勤務をしております野呂です。
住宅事業課を担当しています。
住宅に住まわれる方や住宅を
つくられる方のサポート等を
行ってます。 
徒歩での通勤をし、体力強

化に努めながら、新たな気持
ちで取組みますので、よろし
くお願い致します。  

 

住宅事業課  

  主任 牧
まき

 幸代
さ ち よ

 

新規役職員です。みなさま よろしくお願いいたします。 
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「にすぱくんのちょっとひといき」は、今回お休み

させていただきます。次回をどうぞお楽しみに！ 

 3 年ぶりの行動が懐かしく、また新しく感じま

す。少しだけ慎重に、まずは日常生活の中から運

動不足解消になることを探しています。総務課 渡邉 

編集後記 


